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どうぞ御覧ください。 

より活用できるマニュアルにするために， 

御意見等をお寄せいただければ幸いです。 
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学校災害（地震）対応マニュアル 
 

       平成２０年 ４月 

       仙台市立六郷中学校 

 

１ ねらい： 

   過去の大規模な災害，特に，大地震の教訓を生かし，生徒等の安全確保を図るため，日常的な

防災活動や災害発生時における基本的なマニュアルを作成し，スムーズな対応に備える。 

 

２ 内 容： 

(１) 日常的な学校の防災活動         ２ 

(２) 学校災害対策本部の組織         ４ 

(３) 教職員在校時の災害対応マニュアル       ５ 

① 基本的対応       ５ 

② 被災状況別の対応      ６ 

(４) 校外活動中の災害対応マニュアル        ７ 

(５) 登下校時の災害対応マニュアル        ８ 

(６) 教職員在校時外の災害対応マニュアル       ９ 

(７) 教職員非常配備計画        １０ 

(８) 避難所開設・運営の支援マニュアル       １１ 

  １ 日常の確認事項 

① 収容避難所における学校施設の利用計画    １１ 

② 利用場所       １２ 

③ 校舎等の鍵の保管      １３ 

④ 開放・運営に係る区役所との確認     １３ 

⑤ 災害物資の情報      １３ 

【参考】 コミュニティー防災センター資材 

    ２ 避難所開設・運営の協力・支援 

① 支援マニュアル      １５ 

② 支援班の役割       １７ 

(９) 情報連絡体制         １８ 

(１０) 主要連絡先一覧         ２２ 

①公所，医療機関等一覧      １９ 

  ●土曜午後，日曜祝日に診療している医療機関 

③学区内避難所等      ２１ 
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（１）日常的な学校の防災活動 
 

  日ごろの安全教育及び安全管理を推進し，また，災害が発生した場合において，速やかに生徒等の 

安全確保を図るため，次の事項について定める。 

 

学校防災委員会の設置   ○適切な安全指導及び施設 

                    ○学校の防災体制の推進に必要な計画を検討， 

                            策定し，実施する。 

 

    委員長    副委員長    総務係（災害対応マニュアル，学校災害対策本部組織等の 

    （校長） （教頭，教務主任等）     整備，資料・情報収集，記録など） 

                       施設・設備点検係（施設・設備の点検など） 

                       防災教育係（防災教育・避難訓練，研修の企画など） 

                       救急・救護係（応急手当，防災用具の取扱いの指導など） 

 

      災害対応マニュアル作成       ○災害の状況別の具体的対策 

     （教頭）  ○生徒等の安否確認，保護者への引渡し計画 

  ○関係機関への連絡体制の整備           など 

                         （随時見直す） 

 

 

   避難所開設・運営の支援     ○学校としての支援体制及び PTA や地域関係団体との分 

   マニュアル作成           担を整備する。特に，生徒等の安全確保，速やかな学校 

                        再開に向けた分担を優先した体制を整える。 

                        （連合町内会，消防団，PTA，交通指導隊との連絡会を 

                         毎年開催する。） 

 

学校施設・設備等の点検・整備  ○石油倉庫や薬品保管庫等の危険物保管所はじめ校内及び 

  （管理主任，主任技師）       校地内の施設・設備全般について点検を実施する。 

                                  （定期・随時・日常の点検） 

                      ○消防法に基づく点検・整備 

  ○学校保健法施行規則２２条に基づく点検・整備 

 

防災上必要な用品等の点検・整備 ○保管場所の把握 

   （管理主任）           ○重要書類等の適切な保管（校長室耐火金庫） 

                         校長印，学校沿革史，卒業台帳，指導要録，人事関係 

                         書類など 
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避難経路・避難場所の想定及び確認 

 

   （管理主任） ○災害状況別（在校時，登下校時等）に具体的な避難方法 

                       及び第一次避難場所，第二避難場所を想定し，実地に確 

                       認しておく。 

 ○生徒等，教職員の共通認識 

 

 

防災教育の実施             ※ ３ 防災教育の推進参照 

  （管理主任，研究主任） ○「自分の生命は自分で守る」ということを基本に，必要な知 

                      識・技能・態度の修得に主眼を置いて，教科等の時間も含 

                        めた指導 

 ○生徒の発達段階に応じた防災教育の実施 

 ○多様な状況を想定した避難訓練の実施 

 ○家庭，地域と共に考える防災教育の実施 

 ○防災研修の実施 

 ○「心のケア」の視点に立つ研修（カウンセラー） 

 

 

情報・連絡体制の整備 ○円滑かつ的確な情報の伝達 

  （教頭，情報主任） ○一元的な情報の管理 

 ○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に連絡す 

   べき機関のリストアップなど，情報連絡体制の整備 

 ○PTA と災害時の協力体制，緊急連絡方法の協議 

 ○近隣校，地域団体との連携 

 

 

家庭・PTA・地域との連携 ○各種の機会を通じて，避難所開設・運営や学校防災計画 

  （教頭，PTA 会長）          の内容や災害発生時の生徒等の動向，学校の対応などを 

                       知らせておく。 

 ○在校時災害における学校への連絡方法の周知や在校時 

                       外の方法に係る協力の要請。 

                      ＊日ごろからの「開かれた学校」 
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（２）学校災害対策本部の組織 
 

 災害の規模・被害状況等を踏まえ，原則として校長室・職員室に学校災害対策本部を設置し，学校とし

ての組織的な災害対応に当たる。 

 消防計画で定める自衛消防組織との整合性を踏まえ，各学校の実情に応じた組織を編成し，周知徹底

を図っておく必要がある。 
 

六郷中学校災害対策本部 
  

   ○本部長（校長）  ：対策本部の総括，意思決定 

   ○副本部長（教頭） ：本部長の指示による連絡・報告等 

   ○副本部次長（教務主任）：各班の連絡・調整等 

 

教職員は，生徒の安全確保・救護を第一に行い，生徒の安否の確認を優先して行う。 

 

  総務班  ○災害情報の収集 

    ○警察・消防等への通報連絡 

    ○マスコミ，親類等外部への対応 

 

 

 避難誘導班  ○避難誘導 

    ○生徒等の安全確保 

    ○保護者との連絡 

    ○生徒等の下校引渡し 

 

 

  救護班  ○生徒等の被災者の救護 

 

 

  消火   ○消火 

  施設点検班  ○校舎・体育館等の被害状況の点検把握，危険回避 

    ○通学路等の被害状況把握 

 

 

  搬出班  ○重要書類の搬出保管 
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（３）教職員在校時の災害対応マニュアル 
①基本的対応 

     ○的確な指示（頭部の保護，机の下などへの避難，机の脚を両手でしっかり 

  地震発生             押さえる，その場を動かないなど。配慮を要生徒への対応） 

     ○火災など二次災害の防止 

生徒の安全確保   ○負傷者の確認 

 

     ○避難経路の安全確認 

校庭避難の決定と指示  ○全校避難指示  

     ○人員確認 

 

     ○的確な指示（頭部の保護，慌てない，押さない，しゃべらないなど） 

   校庭避難   ○教職員の連携（誘導，負傷者搬送など） 

     ◎出席簿，生徒名簿，ラジオ，救急薬品等，携帯電話，筆記用具， 

       ハンドマイク，引渡しカード，マニュアル，旗 

      

     ○人員の確認と安否確認 

避難後の安全確保   ○負傷者の確認と応急処置関係機関への連絡（関係機関一覧表） 

     ○生徒等の不安への対処 

 

災害対策本部の設置  ○教職員各自の役割確認と校長の業務指示 

     

    ①生徒の不安に対する対処，安全確保（少人数で全体が見渡せるように，生徒等のそば 

 ①避難場所での対応    にいて，勝手な行動を取らないように指示） 

    ②学校施設・通学路の点検 

 ②被害状況の把握    ○通学路及び生徒等の校舎内避難，避難所開設等のための，外見上の安全確認 

     ○危険箇所の立ち入り禁止等の危険回避対応 

 ③災害情報の収集 ③ マスコミ：地震の規模，余震の可能性と規模，津波などの二次災害の危険性等の情報 

                                      収集 

       地  域：学区の被害状況，危険箇所，若林区本部等関係機関等との連絡 

 ④市教委への報告 ④ 被害の状況，その他学校内外の指導事項の確認，その他の情報収集，状況に応じた 

                             臨時休校措置  

                   

 ⑤外部との対応  ⑤ 保護者，親類，知人，マスコミ等からの照会に対応。近隣学校間，校種間連携のネッ 

                            トワークの確立（近隣で支援し合えることはないか，情報交換する。） 

                    平素からの円滑な交流が必要 

 ⑥避難所の開設  ⑥ 避難所開設・運営の支援マニュアルに基づく活動 

 

校庭避難後の対応決定      ○生徒等の校舎外避難後の対応決定（生徒等を保護者に引き渡す場合の方法や保護 

                      への連絡方法，また保護者と連絡が取れなかった場合の下校方法，更には生徒等を 

 ①避難継続               学校で避難継続する場合やその後引き渡す場合の連絡方法について，基本的パタ 

 ②保護者への連絡         －ンを定め，学校と保護者との共通理解を図っておく必要がある。） 

 

保護者への引き渡し        ○対応決定後の保護者への連絡 
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② 被災状況別の対応例 

 ア 授業中 

           ※避難経路の確認， 避難の指示は職員室で待機中の教職員が行う。 

場 所 共 通 事 項 個  別  事  項 

普通教室 
○机の下に潜らせ，机の脚を両手でしっかり持つように 

 指示 

特別教室 ○実験中であれば，危険回避の指示（ガス，薬品，熱） 

 

体 育 館 

○中央に集合させ，体を低くするように指示（建物の構 

 造や体育用具の位置によっては，柱や壁に寄り添う方 

 が良い場合もある。） 

グランド 
○建物から離れ，中央に集合させ，体を低くするように 

 指示 

 

プ ー ル 

 

○教師による安全確保の的 

確な指示（頭部の保護，窓や

壁際から離れさせる） 

 

○火気使用中であれば消火

する。 

 

○生徒等の人員等状況確認

や周囲の安全確認 

 

○余震や二次災害に備え，

生徒等を落ち着かせる。 

○速やかにプールの縁に移動させ，縁をつかむように 

 指示 

○揺れが収まれば，素早くプールから出るように指示 

○避難準備（サンダル・靴を履き，衣服やバスタオルで 

 身を守る） 

 

【指示例】 ①①①①「「「「落落落落ちちちち着着着着きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。被害被害被害被害がががが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。壁壁壁壁やややや窓窓窓窓からからからから離離離離れれれれ，，，，机机机机のののの下下下下にににに潜潜潜潜りなさいりなさいりなさいりなさい。。。。両手両手両手両手でででで机机机机    

                                のののの脚脚脚脚をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり持持持持ちちちち，，，，頭頭頭頭をををを守守守守りなさいりなさいりなさいりなさい。。。。上着上着上着上着ややややカバンカバンカバンカバンなどでなどでなどでなどで頭頭頭頭をををを守守守守りなさいりなさいりなさいりなさい。。。。落落落落ちちちち着着着着いていていていて，，，，次次次次のののの    

                                指示指示指示指示をををを待待待待ちなさいちなさいちなさいちなさい。」。」。」。」    

                                ②②②②「「「「落落落落ちちちち着着着着きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。被害被害被害被害がががが予想予想予想予想されるのでされるのでされるのでされるので，，，，校庭校庭校庭校庭にににに避難避難避難避難しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。声声声声をををを出出出出さずさずさずさず，，，，校舎内校舎内校舎内校舎内はははは走走走走                    

                                らずらずらずらず，，，，静静静静かにかにかにかに避難避難避難避難しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。上上上上からのからのからのからの落下物落下物落下物落下物にににに気気気気をををを付付付付けながらけながらけながらけながら，，，，落落落落ちちちち着着着着いていていていて指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって校校校校    

                                            庭庭庭庭にににに避難避難避難避難しなさいしなさいしなさいしなさい。」。」。」。」    

 

イ 教師と生徒等が離れている場合 

 （始業前，休み時間，放課後） 

場 所 生 徒 等 の 行 動 教 職 員 の 対 応 

 

階  段 

廊  下 

トイレ等 

○揺れている間は，上着や

カバン等で頭部を保護してじ

っと待機する。 

○落下物や倒壊物に気を付

ける。 

○揺れが収まり，教師の指

示に従い，校舎外避難場所

に避難する。 

○周囲の安全確認 

 

校庭等 

○建物，ブロック塀，窓ガラ

スの近くから離れる。 

○揺れが収まるまで，頭部を

保護し，広い場所の中央で

待機する。 

○全校指示（揺れが収まるまで，頭部を保護して教職

員が到着するまで待機するように指示） 

 

 

○教職員は分散して生徒等の安全確保，指示誘導 

 

 

○校舎外にいる生徒等の安全確保，負傷者の応急手

当 
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（４）校外活動中の災害対応マニュアル 
 

 

   地震発生 

     ○正確な状況把握と的確な指示（下見時の見学施設の把握， 

                        避難経路・避難場所の確認，施設管理者等との打合せ） 

   安全確保   ○電車，バス等に乗車中は，係員の指示に従う。 

     ○生徒等の不安に対する対処 

                        （グループ行動時の対応の約束を徹底しておく。班ごとに携帯 

                        電話等を確認する） 

 

     ○避難場所，救護施設がない場合，地元の人や機関等から情報 

近くの避難所へ避難            を入手し，的確な対応   

                       ○施設管理者等の指示に従う 

                        （グループ行動時の約束に従う） 

 

     ○人員確認，負傷者の応急手当 

避難後の安全確保  ○生徒等の不安に対する対処 

     ○海岸での津波，山中でのがけ崩れ，落石に注意 

     ○地元公的機関への救護要請 

 

     ○学校への連絡，状況報告を行い，指示を受け対応（不通の場合 

                        は，教育委員会や公的機関） 

学校への連絡   ○学校から教育委員会への連絡 

     ○学校から保護者への連絡 

     ○教育委員会から指示，地元公的機関への救護要請 

避難後の対応決定 

 

 

 

 

 

                ※ 修学旅行等，市域外で学習しているときに仙台市内に地震があった場合 

 

     ・地震の規模，被害状況等の情報収集 

     ・学校または教育委員会への連絡，指示を受け対応 

     ・地元公的機関や関係機関（旅行業者等）との連携 

     ・生徒の不安に対する対処（状況説明，今後の対応等） 
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（５）登下校時の災害対応マニュアル 
 

  

                生徒等の行動         教職員の対応 

地震発生                                                地震発生 

 

               ○ 頭部を保護し，身を     ○校内残留生徒等の 

                  低くする。            安否確認 

                                                        

                ○ 車道に出ない。         ○通学路上，避難場 

安全確保          ○ 建物，ブロック塀，          所の生徒等の安否     安否確認のため 

                 窓ガラスから離れる。       確認（生徒等引き      の活動開始 

                                                取り確認カードの 

         持参 

               ○ 揺れが収まったら， 

                 状況に応じて公園， 

                 学校等の避難場所， 

近くの避難場所        あるいは自宅に避難 

へ移動             する。                 ○保護者，地域 

         と連携し，生徒 

                    ○ 自宅や学校に避難す   等の所在確認 

    ることが困難な場合， 

    教職員や保護者，地 

    域の人が来るまで， 

    そのまま待機する。 

                                                                       生徒等の保護 

             ○家庭への確実な 

                                           引渡し 

                                             ○家族不在時は 

         学校で保護          

 

 

 自 宅     学 校  

                                                                     避難後の対応決定 

 

 

 

 

                   状況に応じた対応（生徒等の安全確保のため 

                  の学校・保護者・地域との連携）ができるように 

                  事前の協議が必要である。 

 

 

 

 

通
学
路
巡
視 

 

校
内
巡
視 

 

自
宅
確
認 
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（６）教職員在校時外の災害対応マニュアル 
 

 

 

          地震発生      仙台市域内に震度６ࢊˌ上の地震が発生 

                                   したときには，自動的に３ӭ配備が発ˋされ 

                                   たことになり，仙台市職員は，家族等の安全 

          職員の集合                 を確保した後，直ちに職場に集合することに 

                                   なっている。 

 

 

 

 

       ①  学校と保護者が，生徒等の安否，所在の 

       学校災害対策本部の設置         確認の方法についてႻʝに連絡が取れる 

                 体制を整えておく。 

 

 

 

 

 

       ②῍⑥ 教職員在校時の対応の基本的対応に 

                                     にӷじ 

 

 

 

 ① ② ③     ④ ⑤     ⑥ 

 生     被     災     教 外     避 

徒     害     害     育    部     難 

等 状     情     委 と  所 

の 況     報     員 の    の 

 安 の の 会 対 開  災害時の教職員連絡簨及び非常配備 

 否 把 収 へ 応 設  体制の事前整備 

 確 握 集 報  運  地震の規模により必要な場合は，教職 

 認   告  営  員のᡆ速な対応が要൭されるので，教 

        職員の共通理解のもと，非常配備体制 

        の及び連絡簨の整備をしておく必要が 

                   ある。 

 

 

 

         保護者への連絡 
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（７）教職員非常配備計画 
 

 ※ 仙台市防災関係規定 「非常配備等に関する要᪸」より 

区分・市教委

配備 
 配備基準 六郷中での配備体制 

 

警়体制 

 

 

 

 

（１）ܷ؉Ⴤに津波注意報「津波注意」が 

   発表されたとき 

（２）市内に大ᩋ，ව൦，୧᫘等の警報が 

   発表され，災害が発生し始めたとき 

（３）その他危機管理Ⴓが必要と認めると 

   き 

警়配備 

 

総務課長 

総務係長 

教育指導課長 

管理係長 

学校施設課長 

管理係長 

生෨学習課長 

企画係長 

 

災害警  ়

本部体制 

 

（１）ܷ؉Ⴤに津波警報「津波」が発表さ 

   れたとき 

（２）大ᩋ，ව൦，୧᫘等により，市内に 

   災害の警়及び応急対策を組織的 

   に実施する必要があるとき 

（３）その他，危機管理Ⴓが必要と認める 

   とき 

 

 

 

 

 

校長等 

（他の職員は，待機） 

非常１ӭ配備 

 

 教育ޅ職員

のಒね３分の１

の職員 

 

 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

 

 

（１）市内で震度５ࢊの地震が発生したと 

   き 

（２）ܷ؉Ⴤに津波警報「大津波」が発表 

   されたとき 

（３）大ᩋ，ව൦，୧᫘等により，市内に  

   災害が発生し，かつਘ大するおそれ 

   があるとき 

（４）市内に大規模な火災，༪発その他 

    重大な災害が発生したとき 

（５）その他，市長が必要と認めたとき 

 

 

校長，教頭 

主任会ἳンバー 

主任技師，簌᫢技師 

 

（他の職員は，待機） 

非常２ӭ配備 

 

 教育ޅ職員

のಒね３分の２

の職員 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

（１）市内で震度５ࢍの地震が発生したと 

   き 

（２）大ᩋ，ව൦，୧᫘等により，災害が 

本市の区域に広筴囲で発生し，更に 

ਘ大するおそれがあるとき 

（３）その他，市長が必要と認めたとき 

校長，教頭 

主任会ἳンバー 

副主任 

主任技師，簌᫢技師 

（他の職員は，待機） 

非常３ӭ配備 

  

  全職員 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

 

 

（１）市内で震度６ࢊˌ上の地震が発生し 

たとき 

（２）本市の全域に大規模な災害が発生し 

たとき，または，全域にਘ大すること 

が予想されるとき 

（３）その他，市長が必要と認めたとき 

 

 

全教職員 

 ※ 職員は，家族等の安全を確保した後，職場集合とする。（学校，学区内及び生徒に被害があるとき 

   は，状況に応じて職場集合とする。 

 ※ 教職員は，生徒の安全確保をஇ優先とし，安否を確認する。 
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（８）避難所開設運営の支援マニュアル 
 

ḩ Ⴘ 的：  

  本校が，収容避難所となった場合，その開設・運営に対する教職員の協力・支援に関するマニュ 

    アルを定め，円滑な対応を図ることをႸ的とする。 

 

Ḫ 位置付け： 

  このマニュアルは，本校の防災計画における指定避難所としての備えに関しての，篳部について 

    のマニュアルである。 

 

ḫ マニュアルの構成： 

  １ 日常の確認 

   ①収容避難所としての開放区域（校舎・校庭等）の利用計画 

      収容避難所として開放することを要請された場合に備え，あらかじめ校舎等の開放区域を次の 

     とおり定める。 

収容避難所における学校施設の利用計画 

ᵬᶍᵌ 利 用 Ⴘ 的 利 用 予 定 場 所 

ᵏ 収容場所 体育館，ന道館，校庭テント 

ᵐ 管理運営所（連絡所） １－１ 

ᵑ 応急救護所 １階ἦア学篩 

ᵒ 情報機֥設置場所 １－２，職員室一部 

ᵓ 情報ਫ਼示場所 ଞᨀӝ 

ᵔ ἆミ集ᆢ所 プールᙱ  ͨ

ᵕ ˎ設トイレ設置場所 プールᙱ  ͨ

ᵖ 救援物資集ᆢ場所 １階特活室 

ᵗ 救援物資配ࠋ場所 技ᘐ室 

ᵏᵎ 臨時ᩙ安室 １階理科室 

ᵏᵏ ˎ設電話設置場所 １階廊下 

ᵏᵐ ᫘ԏ プールᙱ  ͨ

ᵏᵑ 更衣室 体育館更衣室，ന道館更衣室，プール更衣室 

ᵏᵒ ඹຩ場 プールᙱ  ͨ

ᵏᵓ 物࠮し場 プールᙱ  ͨ

ᵏᵔ Ἤット置場 校庭҅  ͨ

ᵏᵕ ʼ護室 １－３ 

ᵏᵖ տ໺場所  

ᵏᵗ Ⴛᛩ室 ２階Ⴛᛩ室 

ᵐᵎ 調理室 ２階理科室 

ᵐᵏ 簌൦室  

ᵐᵐ 緊急車両用ᬟ車場 簌᫢搬入ӝ前 

ᵐᵑ 休᫱室  

ᵐᵒ Ἦランティア本部 １－４ 

  ※１年の教室は，３・４階の指導室に移動する。 
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②利用場所 

 

 

 

                                            Ἤット置場 

     更衣室・̝所 

      体育館 

                                     収容    ඹຩ   トイレ 更衣室 

                                     テント 

                                            ᫘ԏ     プール 

 

                                            トイレ 

 

                                            ἆミ 

 

  公 

  用 

  車  

 

     緊急車両 

 

 

     ᵹᵹᵹᵹ１１１１階階階階ᵻᵻᵻᵻ    

  ྘

関 

 

   ଞᨀӝ 

 

特活室 

  物資庫物資庫物資庫物資庫    

 

 

トイレ  技ᘐ室 

物資配ࠋ所物資配ࠋ所物資配ࠋ所物資配ࠋ所    

更衣室 

   ̝所 

           ਫ਼示ਫ਼示ਫ਼示ਫ਼示      電話電話電話電話  

  

簌᫢౐ 

 

 

立入 

 

禁止 

理科室 

ᩙ安室ᩙ安室ᩙ安室ᩙ安室    

 

ἦア 

救護所救護所救護所救護所    

  １－１ 

管理所管理所管理所管理所    

１－２ 

情報室情報室情報室情報室    

１－３ 

ʼ護室ʼ護室ʼ護室ʼ護室    

１－４ 

ἮἮἮἮ本部本部本部本部    

 

 

ന道館 

   ※簌᫢౐は，本校௿᫱ٟ，簌᫢技師ˌ外はẒ立入禁止ẓになっている。 

 

 

    ᵹ ᵹ ᵹ ᵹ２２２２階階階階ᵻᵻᵻᵻ    

 

 

ト 

イ 

レ 

配 

ᐗ 

室 

事 

務 

室 

ԧ室 

ืඖ室 

 印Т室 

放 

送 

室 

コンἦュータ 

室 

 

 

トイレ  

 

理科室 

   調理室調理室調理室調理室    

 

                                     制ᨂ区域  

 

 

校長室 職員室 

 情報室情報室情報室情報室    

 

図書室 

 

 

 

 

 

備ᔛ室 

 

保健室 

 

Ỻコー 

 

Ⴛᛩ室 

Ⴛᛩ室Ⴛᛩ室Ⴛᛩ室Ⴛᛩ室    

 

   ◎避難所として１階を開放する。２階ˌ上は，授業再開のᨦ害になる可能性があるため， 

     基本的には開放しない。 
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③校舎等の鍵の保管 

 

  地域のႏさまへ 

 

    学校職員が，施設の鍵の管理をしており，災害発生時には，急いで学校へ向かいますが， 

    職員の到着が᡿れた場合は， 

    ඕ҅ૼ報 六郷支ࡃさま（六郷中向かい Ⴛຓ安ᨺさま）に，鍵の保管をおᫍいいたしております。 

 

◎災害時は，若林区役所災害対策本部（２８２－１１１１）が避難所を開設するが，対策本部が避難所を 

 開設・運営するまでの間，町内会長のЙૺで六郷中学校の体育館，ന道館，プール（消火用൦）を開鈼 

 し，六郷中学校区連合町内会として消防ፙ，警察ፙ，六郷中学校の指示のもと避難所を運営する。 

 

④開放・運営に係る区役所との確認 

  仙台市地域防災計画により，本校に対し収容避難所としての開設要請を行い，また開設後の収容避 

 難所管理運営を行うのは若林区役所災害対策本部となる。 

  このことにより，収容避難所としての開設要請等に関しては次のとおりとする。 

収容避難所管理運営    若林区役所災害対策本部 

連絡先 
   若林区役所健ࡍᅦᅍ班（保健ᅦᅍセンター） 

                       電話 ２８２－１１１１ 

 

⑤災害物資の情報 

 ●災害救援物資の備ᔛ    （校舎２階 災害物資備ᔛ庫 ᾜᾺᾴῈ使用） 

ᵬᶍᵌ 物  資 内    ᚪ 備  考 

ᵏ クラッカー ６３０᫢（７０᫢ᶣ９筯）  

ᵐ アルἧỳ箦 １，２００᫢（５０᫢入りᶣ２４筯）  

ᵑ ᫩料൦ ６００ὣ（１ώ５ὣᶣ１０本入りᶣ７筯）  

ᵒ 箎ତ組立トイレ ５基（内，ᨦ害者用１基）  

ᵓ 

 

救急筯 ２基（カットバン，ฌ෋簱，ᏮᏢ簱，ガーἎ，Ѽ帯， 

   ɤᚌࠉ，篾оᐋ，はさみ，ἦンセット，ൗ৷き 

   消൒෩，Ἧリᘥ） 

 

ᵔ 避難所開設準備品 １セット 

 （収容ケース１筯，ᏹᇘ，避難所開設・運営 

  マニュアル） 

 

 ※෋൦֥，箬ミルク，Ռʐ࿲等は若林区役所に備ᔛされている。 

 

コミュニティ防災センター備ᔛ資材一覧 

ᵬᶍᵌ 品   名 数 ᣽ ᵬᶍᵌ 品   名 数 ᣽ 

ᵏ 

ᵐ 

ᵑ 

ᵒ 

ᵓ 

ᵔ 

ᵕ 

消火  ֥

消火用バケ἖ 

簌൦用Ἧリタンク（２０ὣ） 

簌൦用タンク（１０ὣ） 

ラジオ付ライト（দ中電໊） 

カラーコーン 

コーンバー 

１０本 

２０個 

５個 

４０個 

５個 

１０個 

５個 

ᵏᵕ 

ᵏᵖ 

ᵏᵗ 

ᵐᵎ 

ᵐᵏ 

ᵐᵐ 

ᵐᵑ 

つるはし 

ἥニルọも 

金てこ 

防൦Ἁート 

土のうᘥ 

なた 

サイレン付ἳガἭン 

５ɠ 

５個 

３本 

１００௏ 

２００௏ 

５ɠ 

３ɠ 
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ᵖ 

ᵗ 

ᵏᵎ 

ᵏᵏ 

ᵏᵐ 

ᵏᵑ 

ᵏᵒ 

ᵏᵓ 

ᵏᵔ 

トラロープ 

救急医療セット 

ൗࠋ 

保安  ࠞ

釹஼（パイプ） 

釹஼（ɺొ） 

Ἢッドỿἵップ 

１０Ἧンドハンマー 

スコップ 

５個 

 ࡸ３

２００௏ 

５０個 

４０本 

４０本 

５個 

５ɠ 

１０ɠ 

ᵐᵒ 

ᵐᵓ 

ᵐᵔ 

ᵐᵕ 

ᵐᵖ 

ᵐᵗ 

ᵑᵎ 

ᵑᵏ 

ᵑᵐ 

担௚ 

組立൦಺（１立方ὢ） 

໑᫨ᘺ置 

オイルパン 

৲ή機付発電機 

発電機用オイル（４ὣፃ） 

テント 

金ޓはしご 

リἶカー 

 ࡸ３

 ࡸ２

 ࡸ２

２個 

 ࡸ３

２ፃ 

 ࡸ２

２個 

 ࡸ１

 

●学区内，近隣のコミュニティー防災センター等 

 ◎ி六郷コミセン  ２８９－６０９１ （二ங܌山ྛ７７－２） 

 ○ඌ᣼コミセン   ２８６－１９０５ （ඌ᣼３－３０－１） 

 ○ɡ郷六ɠႸコミセン  ２８８－８０３１ （六ɠのႸ中町１４－３０） 

 ・ 六郷市ൟセンター  ２８９－５１２７ （今ඡ１－３－１９） 

 ・ 六郷保健センター  ２８９－５１２６ （   ӷ上    ） 

 ・ ɡ郷市ൟセンター  ２８８－８７００ （ᒰʟؗ܌添６５－５） 

 ・ ɡ郷保健センター  ２８７－３２５５ （   ӷ上    ） 

 

●学区内指定避難所 

 ○六郷ݱ学校  （六郷１１－１１）   ７６図（Ἆンリン˰宅地図） 

 ○ி六郷ݱ学校 （二ங܌山ྛ前２－６） ８７図 

 ◎六郷中学校  （六郷１３－１）  ８０図 

 ○ඌ᣼ݱ学校  （ඌ᣼３－２０－１） ６５図 

 ○ඌ᣼中学校  （ඌ᣼２－２９－５０） ６図１ 

 ○ඌ᣼ிݱ学校 （ඌ᣼܌᭗᣼Ҥ８９） ６８図 

 

 

２ 収容避難所開設・運営の協力・支援 

  校長等は，若林区災害対策本部より収容避難所開設の要請があった場合には，収容避難所として開

放する校舎等の区域を，若林区災害対策本部と協議のうえ開放する。 

（仙台市地域防災計画においては，「避難所を開設する場合には，区災害対策本部は施設管理者（校長

等）に連絡し，ʕ解を得るものとする。ただし，ᠴᡚが緊ᡐし連絡のいとまがない場合には，事後に施設管

理者に連絡をし，ʕ解を得るものとする。」としている。） 

  校長等は，自校を収容避難所として開放した場合には，速やかに仙台市教育委員会に報告のうえ，学

校の臨時休校についても報告・協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 

【若林区災害対策本部が収容避難所を開設するまでの対応】 

  六郷中学校区の連合町内会との話し合いにより，町内会長のЙૺで，体育館，ന道館，プール（消火

用）を開鈼し，六郷中学校区連合町内会として消防ፙ，警察ፙ，六郷中学校の指導・指示のもと避難所を

運営する。 

 

 ①学校災害対策本部における支援マニュアル 

 

 地震発生 

 

 

                         学校災害対策本部設置   ○在校時外は，教職員参集後 

 

 

  区災害対策本部の対応        収容避難所の開設の支援        学校の対応 

 

 ○学校への避難所開設の要請     ○避難所開放区域を明示の上，避難所開設 

    ※連絡のいとまがない場合は事後連絡         を১認する。 

 ○避難所管理ᝧ任者の学校への෉ᢔ           ・避難者想定数，開鈼，管理ᝧ任者の෉ᢔ 

           等に関する必要事項を確認しておく。 

          ᾋ在校時ᾍ 

                                    ・避難所を開設するଓを教職員に周知し，生 

                                     徒等の安全確保，避難受け入れ体制の準 

                                     備をする。 

                                     ᾋ在校時外ᾍ 

                                    ・校長等が学校へ集合の上，開放区域を開鈼 

                                     し，学校の非常配備体制に基づき教職員を 

                                     ਔ集する。 

                                    ○避難所開設・運営支援班は，避難者を開放 

                                     区域へ誘導する。 

                                    ○避難所を開設したଓを，教育委員会へ報告 

                                     し，臨時休校措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

収容避難所の運営への支援 

 

 

収容避難所開設直後の対応 

 

○避難所開設状況の区本部への報告   ○避難所開設直後の協力・支援 

○避難所開放区域における避難者区画の指定    ※避難所運営委員会が設置された場合は， 
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          避難所開設・運営支援班が中心となり各班 

          を支援する。 

                                     

                                     管理ᝧ任者      委員長 

   ※場合によっては学校で対応                 （区役所）       連合町内会 

           施設管理者          副会長 

                                       （校長）        （      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※場合によっては学校で対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                

○学校内にある避難所運営に役立つ備品，施 

                                     設等の点検・整理 

 

避難所収容長期҄に対する対応 

○避難所運営委員会の設置     ○避難所開設直後の対応で継続 

○連絡所の設置       ○臨時休校，学校教育再開に関して教育委員 

○避難者名簿の作成，各種書類の整備          会と連絡・協議 

○避難所周ᡀの被災状況の把握        ○避難者による避難所自主運営管理のための 

○避難所の日常業務の管理           運営委員会への協力・支援 

 

 

                                    ○避難所としての学校施設使用状況に関す 

                                        る教育委員会への適ܯ報告 

         ○学校教育活動の再開 

 

避難人員の管理，各班との連絡調整 ࡌ

務

班 

町内会役員 

ᾟᾣᾐ役員 

教᛼ 

避難所の࿢ؾ・衛生管理・防災防ཛ対策 ࿢ 

ؾ

管

理

班 

 

 

 

 

᫢篒，生活物資等の請൭，保管，ˁ分け

配ࠋ 

᫢

篒 

物

資

班 

 

 

 

各室への連絡調整，生活物資等のˁ分

け，配ࠋ 

各

室 

ᝧ

任

者 
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収容避難所の銟鉝 

 

○避難者のއ˰先の確保      ○収容避難所銟鉝による校内施設等の通常 

                                     状態への回ࣄ 

 ②校長等及び避難所開設・運営支援班の役割 

 

   １ 収容避難所開設直後の対応 

    （１）校長等（施設管理者）の役割 

     ※すでに避難者が校庭に集合しており，若林区災害対策本部からの収容避難所管理ᝧ任者 

       （開設員）が到着していない場合 

     ①必要な収容スἬースを，あらかじめ学校として定めておいた開放優先᪯により開放し，応急 

      的な収容措置 

     ②収容避難所ᝧ任管理者（開設員）にˊỪって，「仙台市地域防災計画」において想定されて 

      いるИ期対応 

      ア 避難所開設状況の若林区災害対策本部への報告 

      イ 避難所開設区域における避難者区域の指定 

      ウ 災害ࢊ者への配慮 

 たきりᎊ人，ᨦ害者等ݏ・         

      Ỻ 大᣽避難者対応のためのテント設置 

      オ ಒ括的な避難状況等の若林区災害対策本部への報告 

         ・収容人数，᫢篒，ൗݏ，ࠋ具等の必要数 

    （２） 避難所開設・運営支援班としての役割 

     ①᫩料൦・生活用൦の確保 

     ②電気・照明֥具，༓料の確保 

     ③応急トイレの設置・簣持管理 

     ④負傷者に対する応急措置 

     ⑤備ᔛ物資，救援物資の要請・受け入れ，管理・確保 

     ⑥施設内のฌੈ，ἆミ・ࡑూ物の管理 

     Ṥ避難者との連絡窓ӝ，情報੩  ̓

     ṥ学校内にある避難所運営に役立つ備品・施設を点検整理 

   ２ 避難収容長期҄への対応 

    （１） 校長等（施設管理者）の役割 

     ①避難収容が長期҄する場合に，収容避難所管理ᝧ任者（開設員）にˊỪって，「仙台市 

       地域防災計画」において想定されている対応 

      ア 連絡所の設置 

      イ 避難者名簿の作成及び各種書類の整備 

      ウ 避難所周ᡀの被害状況の把握 

      Ỻ 避難所日常業務の管理 

      オ 避難所運営員会の設置 

    （２） 避難所開設・運営支援班としての役割 

      避難所開設直後の対応を継続する他，次の項Ⴘ 

      ①共ӷ໑き出しへの協力 

      ②Ἦランティア受け入れへの対応 

      ③避難所内のᆃࡀ簣持，Ⴍ難防止，防火見回り 
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（９）情報連絡体制 
 

○○○○    自໱災害発生自໱災害発生自໱災害発生自໱災害発生    

                       И期対応の報告           若林区災害対策本部 

   六郷中学校                                （区役所保健ᅦᅍセンター） 

   災害対策本部             開設要請                ２８２－１１１１ 

   ２８９－２１５８ 

   ２９４－９３５１            状況報告・協議 

   ２８９－４７５３                                市教委 教育指導課 

                         指示・支援               ２１４－８８７４ 

                                            

   教職員     ᾟᾣᾐ 

  （連絡簨）   地域団体                【市教委への報告】 

           （連絡簨）   ①生徒の被災状況 

       ②教職員の被災状況 

       ③施設設備の被害状況 

 ○○○○    そのそのそのその他他他他のののの災害発生災害発生災害発生災害発生    ④避難所開設，臨時休校等について 

       ⑤職員の集合状況 

       ⑥学校付近の状況（ݱ学校の状況） 

    災害発生     Ṥ通̮手段の確認（ᾕᾐᾧ，携帯電話等） 

       ṥその他 

 

     発見者 

          市教委 

          教育指導課 

          ２１４－８８７４ 

    ᫱         教育Ⴛᛩ課 

     護       校      ２１４－５２２８ 

    教     担     長  警察ፙ  １１０   教職員課 

学   ᛼     任 ・  消防ፙ  １１９   ２１４－８８７０ 

    教  六郷保健センター   健ࡍ教育課 

 校   頭  ２８９－５１２６   ２１４－８８８０ 

          学   六郷交ဪ   学校施設課 

          年          ２８９－２０５４   ２１４－８８６３ 

          主   ᾟᾣᾐ会長   学事課 

          任   （˱ᕲ ы）   ２１４－８８５９ 

      ２８９－５２０８   総務課 

          ２１４－８８５５ 

 

医療機関   保護者     校医  大ඡՋʂя（内科）ᵐᵖᵔᵋᵔᵔᵎᵑ 

 

 

※全市的レἫルの災害が発生し，しかも電話が不通の状態における教育委員会から全学校への連絡等は 

 校長会の緊急連絡簨の協力を要請して伝ˋにより行うことも想定される。 
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（１０）六郷地区主要連絡先等一覧 
 

①公所，医療機関等一覧 

市役所 仙台市役所 

    教育指導課 課長 

                ᾕᾐᾧ 

     健ࡍ教育課 課長 

                ᾕᾐᾧ 

     学事課    課長 

                ᾕᾐᾧ 

     学校施設課 課長 

                ᾕᾐᾧ 

２６１－１１１１ 

２１４－８８７４ 

２６４－４４３７ 

２１４－８８８０ 

２６８－２９３５ 

２１４－８８５９ 

２６４－４４２８ 

２１４－８８６３ 

２１４－８８９６ 

 

       教育Ⴛᛩ課 課長 

                  ᾕᾐᾧ 

       教職員課   課長 

                  ᾕᾐᾧ 

       総務課     課長 

                  ᾕᾐᾧ 

 

２１４－５２２８ 

２１４－０００３ 

２１４－８８７０ 

２１４－８８４９ 

２１４－８８５５ 

２６１Ḙ０１４２ 

区役所 若林区役所 

六郷行૎サーἥスセンター 

                ᾕᾐᾧ 

六郷市ൟセンター 

                ᾕᾐᾧ 

ඌ᣼市ൟセンター 

                ᾕᾐᾧ 

２８１－１１１１ 

２８９－２１５６ 

２９４－９９０１ 

２８９－５１２７ 

２８９－６３５９ 

２８２－４５７１ 

２８５－４６８１ 

若林保健所 

ி六郷コミュニティーセンター 

ඌ᣼コミュニティセンター 

六郷保健センター 

今ඡ運動場（プール） 

 

２８９－６０９１ 

２８６－１９０５ 

２８９－５１２６ 

２８９－４２３５ 

 

消防 若林消防ፙ 

災害క内ダイアル 

２８２－０１１９ 

２８２－０１１９ 

若林消防ፙ六郷出ࢌ所 

六郷消防団 

２８９－４３６５ 

海上保安࠻（海難事૏等） １１８ 災害用伝ᚕダイアル １７１ 

警察ፙ Ҥ警察ፙ ２４６－７１７１ Ҥ警察ፙ六郷交ဪ ２８９－２０５４ 

六郷中学校     職員室 

                ᾕᾐᾧ 

               校長室 

２８９－２１５８ 

２９４－９３５２ 

２９４－９３５１ 

ඌ᣼中学校       職員室

                  ᾕᾐᾧ 

                 校長室 

２８５－６５０１ 

２９４－１３５６ 

２９４－１３５５ 

六郷ݱ学校     職員室 

               ᾕᾐᾧ 

               校長室 

２８９－２１５７ 

２８９－４５４３ 

２８９－４５４２ 

ඌ᣼ݱ学校       職員室

                  ᾕᾐᾧ 

                 校長室 

２８６－２８３１ 

２８６－２８８８ 

２８６－２８３４ 

ி六郷ݱ学校   職員室 

                ᾕᾐᾧ 

               校長室 

２８９－２２５３ 

２８９－４８９５ 

２８９－４２７１ 

ඌ᣼ிݱ学校     職員室

                  ᾕᾐᾧ 

                 校長室 

２８５－４６４１ 

２９４－１５４２ 

２９４－１５４１ 

学校 

仙台ி᭗校 

                ᾕᾐᾧ 

２８９－４１４０ 

２８９－４３８３ 

  

医療 仙台市立၏ᨈ 

    救急救命センター 

 立仙台၏ᨈ׎

ᱣᕲ整࢟外科 

ᙱރ፦௿܇整࢟外科 

仙台整࢟外科 

Ừかばやし眼科 

前߷眼科 

ჵᇢ眼科 

六郷ഫ科 

２６６－１１１１ 

２６３－９９００ 

２９３－１１１１ 

２８９－２８２５ 

２８２－２４０２ 

２８８－８９００ 

３９０－０３０１ 

２２３－３７２７ 

２８５－８２２８ 

２８９－４２７３ 

広Ҥ၏ᨈ 

ᙱඑᏯᅕ経外科 

大Ӑ外科Ꮞᐂ科 

簄؉時ဏ内科 

ඌ᣼内科 

ᕲஙこども医ᨈ 

やべ内科クリニック 

大ඡ医ᨈ（内科） 

若林クリニック（内科ۡ人科）

仙台ி鉙໌੗ᭌᨈ 

２４８－２１３１ 

２６３－２４３８ 

２８５－５８８８ 

２８９－３３２２ 

２８５－８２６６ 

２８６－８８１１ 

２８５－３１５１ 

２８６－６６０３ 

２８９－８５８８ 

２８２－７９４４ 
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ඌ᣼ഫ科 

௅ʟഫ科医ᨈ 

さとうたけしഫ科医ᨈ 

２８６－２１２３ 

２８９－５５３３ 

２８５－６４４４ 

 

平山੗ᭌᨈ 

さとう੗ᭌᨈ 

元੗ᭌᨈ 

ささもり੗ᭌᨈ 

２８２－９９３１ 

２８５－０７７０ 

２８９－３１４０ 

２８６－９４８３ 

その他 特᫱Ἥーム றの᣺ 

ᠾ協六郷支ࡃ 

２８９－７１１１ 

２８９－２１１４ 

ᎊ人保健施設はくれい ２８９－６３６３ 

 

 

●土曜日の午後，二曜日，ٸ間診療の主な近隣医療機関 

 ○仙台市急धセンター（若林区ᑉɠ６４－１２  ᾣᾔᾛ ２６６－６５６１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○眼科 

  ჵᇢ眼科（若林区一本ன７－１５  ᾣᾔᾛ ２８５－８２２８ 休診：ங） 

        土曜  ９：００ ῍ １３：００   １４：３０ ῍ １８：００ 

  ဋ中眼科（᩷ᓶ区中央３－８－３１ ᾣᾔᾛ ２６１－８８３７ 休診：൦，祝） 

     土・日曜  １０：００ ῍ １３：００   １５：００ ῍ １８：３０ 

 

 ○᎚ᱠ科 

  ஙἠ下᎚ᱠԹձ科（若林区ஙἠ下１－２４－１５ ᾣᾔᾛ ２９１－１８３３ 休診：൦，祝） 

     土曜 ９：００ ῍ １２：００   １４：００ ῍ １７：００ 

         日曜     ９：００ ῍ １２：００ 

 

 ○ഫ科 

  ௅ʟഫ科（若林区上᫨ဋ４－１３－１７  ᾣᾔᾛ ２８９－５５３３ 休診：ங，日，祝） 

          土曜 ９：３０ ῍ １２：３０   １４：００ ῍ １７：００ 

  ἦアഫ科医ᨈ（若林区ᔓ町２５－２  ᾣᾔᾛ ２８５－４６２３  休診：日，祝） 

         土曜     ９：３０ ῍ １２：００   １３：００ ῍ １６：３０ 

    さとうたけしഫ科医ᨈ（若林区上᫨ဋ２－５－３０ ᾣᾔᾛ ２８５－６４４４）  

     月・火・൦       ῍ ２０：００ 
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②学区内指定避難所（○印）等 

  ○ඌ᣼中学校   （ඌ᣼２－２９－５０）  ６１図（Ἆンリン˰宅地図） 

  ・ฌ෬ݢ    （ඌ᣼７－４３－６０）  ６２図 

  ○ඌ᣼ݱ学校   （ඌ᣼３－２０－１９  ６５図 

  ・六郷࠷ᆐ園   （ඌ᣼５－４－３３）  ６５図 

  ・ඌ᣼コミュニティー防災センター （ඌ᣼３－３０－１）  ６５図 

  ・ඌ᣼市ൟセンター  （ඌ᣼７－３４－４３）  ６６図 

   （δᇜ館・Ἑイサーἥス́設） 

  ○ඌ᣼ிݱ学校   （ඌ᣼܌᭗᣼Ҥ８９）  ６８図 

  ・ロリἯップ࠷ᆐ園   （ඌ᣼܌᭗᣼Ҥ１９７）  ６８図 

  ・仙台ி᭗校   （下᫨ဋ܌᭗᣼ி７０）  ６９図 

  ・฼ᔺݢ    （上᫨ဋ３－１５－１）  ７４図 

  ・六郷市ൟセンター  （今ඡ１－３－１９）  ７５図 

    （δᇜ館・Ἑイサーἥス́設） 

  ○六郷ݱ学校   （六郷１１－１１）   ７６図 

  ・ドリーム࠷ᆐ園   （下᫨ဋ܌筷道１１）  ７６図 

  ・下᫨ဋ集会所   （下᫨ဋދ܌૤Ҥ）  ７６図 

  ・ニッἬリア   （日ᡀ܌ඌဋி１５）  ７８図 

  ・ᅎծݢ    （今ඡ２－１１－１３）  ７９図 

  ・上᫨ဋマἈーズἭーム  （上᫨ဋ３－２７－２３）  ７８図 

  ・ᾙᾐ仙台六郷支ࡃ  （今ඡ１－２０－５４）  ８０図 

  ◎六郷中学校   （六郷１３－１）   ８０図 

  ・薬ྛݢ    （᫨ဋދ܌૤１７）   ８１図 

  ・特᫱Ἥームறの᣺  （ɤ本１０１ٽೌ܌ش）  ８１図 

  ・特᫱Ἥームກ᪦ᒱ  （ᒰා܌一本னҤ１１－１）  ８２図（ɡ郷学区） 

  ・今ඡྶ場，テニスコート等  （今ඡ܌ᰦ܇ᆭ１４０）  ８４図 

  ・医療法人はくれい  （今ඡ܌ᰦ܇ᆭ６２）  ８４図 

  ・長ᆅݢ    （二ங܌൦ᅕ２）   ８５図 

  ・ଡ林ݢ    （二ங４７ؗؾ܌）   ８６図 

  ・海ಏݢ    （ʟ土܌宅地１９）   ８６図 

  ・地ᅦݢ    （今ඡ܌中஭宅地）  ８７図 

  ・ிᅢݢ    （種次ݢ܌ᙱ６１）   ８７図 

  ○ி六郷ݱ学校   （二ங܌山ྛ前２－６）  ８７図 

  ・ᕲش公会  ؘ   （ᕲދش૤）   ９０図 


